
愛媛県少子化対策推進条例
が制定されました！

平成26年９月議会で「愛媛県少子化対策推進条例」が議員により
提案され、可決・成立。同年10月17日に公布・施行されました。

愛媛県においても、子どもの数は年々減少し、平成26年10月現在の県内総人口に占

める子どもの割合は過去最低を更新しました。このままでは、経済活動の衰退や地域

社会の活力低下など、県民生活全般への深刻な影響を及ぼすことが懸念されており、

少子化に歯止めがかかるよう社会全体が一丸となって少子化対策に取り組んでいくこ

とが今求められています。

制定の背景

条例制定

愛 媛 県

少子化対策の推進
について、基本理
念を定める

少子化対策を総合的かつ計画的に推進

県民が安心して子どもを生み育てることができる
社会の実現を目指します！

県、市 町、県 民、
事業者の責務を明
らかにする

少子化対策に関す
る施策の基本とな
る事項を定める
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基本理念

具体的施策

主な施策のお問合せ

関係者の責務

●県、市町、県民、事業者等の相互連携・協力
により社会全体で取り組む

●子どもを生み育てる者がひとしく支援を受け
られるよう配慮

●子育ての喜びが実感されるよう配慮
●子どもを生み育てる者が男女ともに仕事に従
事しつつ豊かな家庭生活を営めるよう配慮

●全ての子どもが健やかに育つよう配慮
●結婚、出産、家庭
　及び子育てに関す
　る個人の考え方が
　尊重されるよう配
　慮

愛媛県庁　〒790-8570 愛媛県松山市一番町 4丁目 4-2
〔結婚・子育ての支援〕
　　保健福祉部生きがい推進局子育て支援課　TEL 089-912-2410　FAX 089-912-2409
〔妊娠、出産の支援〕
　　保健福祉部健康衛生局健康増進課　　　　TEL 089-912-2405　FAX 089-912-2399
〔就業・仕事と家庭との両立の支援〕
　　経済労働部管理局労政雇用課　　　　　　TEL 089-912-2500　FAX 089-912-2508

●基本計画の策定
●社会全体による少子化対策の推進
●結婚を望む男女への出会いの場の提供などの
支援

●不妊治療に係る情報提供等妊娠、出産及び子
育ての支援

●安定した職業に就くことができるような就業
支援

●仕事と家庭との両立を図るための雇用環境の
整備への支援

●自立して子どもを生み育てることができるよ
うな教育の推進

●子ども及び子どもを生み育てる者に配慮した
生活環境の整備

●子どもを生み育てる者の経済的負担の軽減
●必要な財政措置
●施策実施状況の公表

【県の責務】
●少子化対策に関する総合的な施策の策定・実
施

●国、市町等と緊密に連携・協力して少子化対
策を推進

【市町の責務】
●県、住民等と連携し、地域の実情に応じた少
子化対策を推進

【県民の責務】
●県等の少子化対策の施策に協力
【事業者の責務】
●仕事と家庭との両立を図るための雇用環境の
整備、県等の少子化対策の施策に協力

●雇用環境の整備の際、労働者間の相互理解の
促進に配慮

少子化対策の推進



・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給
付（「施設型給付」）及び小規模保育等への給付（「地
域型保育給付」）を創設します。

子育て中のすべてのご家庭を支援する「子ども・子育て支援新制度」。
ご理解いただく上での４つのポイントをまとめました。

平成27年4月から
子ども・子育て支援新制度がスタートします。

新制度のポイント

「施設型給付」「地域型保育給付」を
創設します。

・地域の実情に応じた子育て支援（利用者支援、地
域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブ、一時預
かり事業などの「地域子ども・子育て支援事業」）
を充実します。

・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監
督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に
位置づけます。
・認定こども園への財政措置を「施設型給付」に一
本化します。

認定こども園制度を改善します。

認定こども園とは、幼稚園と保育所の機
能や特長を合わせ持ち、地域の子育て支
援も行う施設（H18に導入）。新制度では、
新たな設置や幼稚園・保育所からの移行
をしやすくして普及を図っています。

3～5歳のお子さんは保護者の働いている状況に関わりなく、
教育・保育を一緒に受けられます。

認定こども園の対象は 0～5 歳児。0～2 歳のお子
さんが利用する場合は、市町から「保育の必要性」
の認定を受けることが必要です。

地域の子育て支援を充実します。
新たな財源を確保して支援の量の拡充
や質の向上を進めます。

幼稚園と保育園に加えて
「認定こども園」も！

POINT

1

待機児童の多い 0～2 歳児を対象とする事
業を増やしながら、地域のさまざまな状
況に合わせて身近な保育の場を確保して
いきます。

家庭的保育（保育ママ）
家庭的な雰囲気のもと、少人
数（定員5人以下）を対象に、き
め細かな保育を行います。

施設（原則 20 人以上）より少人数の単位とし、0
～2 歳児を預かる地域型保育。実際にどのような
事業が提供されているのかは、お住まいの市町に
お問い合わせください。

少人数の子どもを保育する
「地域型保育」を新設

POINT

1
小規模保育
少人数（定員6～19人）を対象に、家庭的
保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保
育を行います。

POINT

2

事業所内保育
会社の事業所の保育施設など
で、従業員の子どもと地域の
子どもを一緒に保育します。

POINT

3
居宅訪問型保育
障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設
がなくなった地域で保育を維持する必要がある場
合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

POINT

4

保護者の就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利
用できます。

POINT

2

子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どもの家
族も、子育て支援や親子の交流の場などに参加できます。

POINT

3



　子どもは、愛媛の未来を担うかけがえのない存在であり、誰もが安心して子ど
もを生み育てることができ、その喜びを実感し、子どもが健やかに育つことがで
きる社会を実現することは、私たち愛媛県民全ての願いである。
　今日、経済的に不安定な若者の増加等による未婚化や晩婚化の進展、子育ての
負担やこれに対する不安などから、我が国の合計特殊出生率は、現在の人口を維
持できる水準とされる 2.07 には程遠い 1.4 前後で推移しており、本県においても、
子どもの数は年々減少し、推計人口が 68 年ぶりに 140 万人を下回る事態に陥っ
ている。
　このような急速な少子化の進行は、大都市への若者の流出や高齢化の進行とあ
いまって、人口構造にひずみを生じさせ、ひいては地域の人口が減少し、経済活
動の衰退や地域社会の活力の低下など、県民生活全般への深刻な影響を及ぼすこ
とが懸念されている。
　もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、一方で、多くの
若者が将来家庭を持つことを望み、希望する子どもの数は平均２人以上という調
査結果も明らかとなっており、このような希望が実現できる社会の構築に向けて、
結婚、妊娠、出産及び育児への切れ目のない支援の充実・強化、仕事と家庭との
両立を妨げている諸要因の解消等を図ることが喫緊の課題となっている。
　ここに、社会全体が一体となって、障害、疾病等を含む親や子どもの状況に応じ、
子育てに対する不安の軽減や様々な支援の充実を図ることにより、県民が家庭や
子育てに夢を持ち、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備し、子
どもを生み育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現するため、
この条例を制定する。
　　（目的）
第１条　この条例は、少子化対策の推進について、基本理念を定め、並びに県、市町、
　県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、少子化対策に関する施策の基
　本となる事項を定めることにより、少子化対策を総合的かつ計画的に推進し、
　もって県民が安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に寄与する
　ことを目的とする。
　　（定義）
第２条　この条例において「少子化対策」とは、安心して子どもを生み育てるこ
　とができ、子どもが健やかに育つことができる社会の実現に向けて行う全ての
　取組をいう。
　　（基本理念）
第３条　少子化対策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
　(1 )　父母その他の保護者が子育てについての最も重要な責任を有するとの認
　　識の下に、子どもは次代の社会を担う者であることに鑑み、県、市町、県民、
　　事業者等が相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと。
　(2 )　子どもを生み育てる者がひとしく支援を受けることができるよう配慮す
　　ること。
　(3 )　子育ての意義及び子育てにおける家庭が果たす役割の重要性についての
　　理解が深められ、かつ、子育てを行うことの喜びが実感されるよう配慮する
　　こと。
　(4 )　子どもを生み育てる者が男女ともにその能力を十分に発揮して仕事に従
　　事しつつ豊かな家庭生活を営めるよう配慮すること。
　(５)　全ての子どもが健やかに育つことができるよう配慮すること。
　(6 )　結婚、出産、家庭及び子育てに対する個人の考え方が尊重されるよう配
　　慮すること。
　　（県の責務）
第４条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、
　少子化対策に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
２　県は、国、市町、県民、事業者等と緊密に連携し、及び協力して、少子化対
　策の推進に取り組むものとする。
　　（市町の責務）
第５条　市町は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、県、住民、
　事業者等と連携して、地域の実情に応じた少子化対策を推進するよう努めるも
　のとする。
　　（県民の責務）
第６条　県民は、基本理念に対する理解を深めるよう努めるとともに、県又は市
　町が実施する少子化対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　　（事業者の責務）
第７条　事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の仕事と家庭との
　両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に努めるとともに、県
　又は市町が実施する少子化対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。
２　事業者は、前項の規定により雇用環境を整備するに当たっては、職場におけ
　る慣行、職場の雰囲気その他の労働者の意識に起因する事情により育児休業制
　度その他の子育てを支援する制度の活用が妨げられることのないよう、職場に
　おける労働者の間の相互理解の促進に特に配慮しなければならない。
　　（基本計画）
第８条　知事は、少子化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
　少子化対策の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定め
　なければならない。

２　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　(１)　少子化対策に関する目標
　(２)　少子化対策に関する施策の基本的な方針
　(3 )　前２号に掲げるもののほか、少子化対策に関する施策を総合的かつ計画
　　的に推進するために必要な事項
３　知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映す
　るために必要な措置を講ずるものとする。
４　知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
５　前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。
　　（社会全体による取組の推進）
第９条　県は、家庭、学校、事業者、地域社会、行政機関等が相互に連携し、社
　会全体による少子化対策の推進が図られるよう、少子化対策の重要性に関する
　県民、事業者等の理解を深め、社会全体で子育ての支援その他の少子化対策を
　推進する機運を醸成するための情報の提供及び意識の啓発に努めるものとする。
　　（結婚の支援）
第 10条　県は、未婚化及び晩婚化の解消を図るため、市町、事業者等と連携して、
　結婚を望む男女に対する出会いの場の提供その他の支援に努めるものとする。
　　（妊娠、出産及び子育ての支援）
第 11 条　県は、子どもを生み育てる者に対する、妊娠、出産及び子育てに関す
　る情報の提供、専門的な相談の実施その他の支援に努めるものとする。
２　県は、不妊治療を望む者に対し良質かつ適切な保健医療サービスが提供され
　るよう、不妊治療に係る情報の提供、相談体制の整備その他の支援に努めるも
　のとする。
３　県は、市町が実施する保育サービス及び母子保健サービスの提供、児童健全
　育成の推進等の子育てを支援する施策が効果的に実施されるよう、情報の提供
　その他の支援に努めるものとする。
４　県は、県民、事業者又はこれらの者の組織する団体が行う子育てを支援する
　自発的な取組が効果的に行われるよう、情報の提供その他の支援に努めるもの
　とする。
　　（就業の支援）
第 12 条　県は、経済的に自立して子どもを生み育てることが困難な者及び子ど
　もを生み育てるために離職した者が、安定した職業に就くことができるように
　するため、これらの者に対する就業の相談並びに就業及び再就職のための職業
　能力の開発の機会の提供、これらの者の雇用の促進に関する事業者への啓発及
　び情報の提供その他の支援に努めるものとする。
　　（雇用環境の整備の支援等）
第 13 条　県は、家庭生活との均衡のとれた働き方及び職場における性別にとら
　われない役割分担に関して、事業者及び労働者の意識の啓発を推進するととも
　に、労働者の仕事と家庭との両立を促進するため、育児休業制度その他の子育
　てを支援する制度の事業者及び労働者への普及啓発に努めるものとする。
２　県は、仕事と家庭との両立に資する雇用環境の整備を行う事業者に対する必
　要な支援に努めるものとする。
　　（教育の推進）
第 14 条　県は、子どもが、生命の尊厳及び家庭が果たす役割の重要性について
　理解を深めるとともに、次代において自立して社会生活を営み、家庭を築き、
　子どもを生み育てることができるよう、必要な教育を推進するものとする。
　　（生活環境の整備の促進）
第 15 条　県は、子どもの養育及び成長に適した良質な住宅への子どもを生み育
　てる者の入居の支援に努めるものとする。
２　県は、子ども及び子どもを生み育てる者の利用に配慮された施設並びに子ど
　もが安全に利用することができる道路交通環境の整備の促進に努めるものとす
　る。
３　県は、愛媛県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例（平成 25 年愛
　媛県条例第 25 号）の定めるところにより、地域の住民が行う子どもを犯罪か
　ら守る取組の支援その他の地域における子どもの安全の確保の促進に努めるも
　のとする。
　　（経済的負担の軽減）
第 16 条　県は、国及び市町と協力し、子どもを生み育てる者の経済的負担の軽
　減を図るために必要な施策の充実に努めるものとする。
　　（財政上の措置）
第 17 条　県は、少子化対策に関する施策を実施するために必要な財政上の措置
　を講ずるよう努めるものとする。
　　（施策の実施状況の公表）
第 18 条　知事は、毎年度、少子化対策に関する施策の実施状況を公表しなけれ
　ばならない。
　　　附　則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　この条例の施行の際現に次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120
　号）第９条第１項の規定により策定されている計画は、第８条第１項の規定に
　より定められた基本計画とみなす。
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	03ページ
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